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適用除外事業者とは？ 

 

適用除外事業者とは、その会社の事業年度開始前 3年以内に終了した各事業年度の

所得の金額の平均が 15億円を超える法人をいいます。 

 適用除外事業者に該当した場合、中小企業者であったとしても中小企業の優遇規定

が受けられなくなります。 

 

《適用除外事業者が適用できなくなる規定》 

① 中小企業者等の法人税の特例 

→適用除外事業者は所得金額年 800万円までの税率が 15％から 19％に増加 

② 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 

③ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 

④ 中小企業者等の貸倒引当金の特例（法定繰入率） 

⑤ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（30万円特例） 

⑥ 中小企業者における賃上げ促進税制 

 

資本金が１億円以下でも所得金額が 15億円を超える会社や 15億円に迫る会社は注意が必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

郵送ではなく e-mail での配信を希望される方はご連絡ください    

 


